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第７回京都労働局緊急雇用対策本部会議の開催結果について 

 

 

 京都労働局緊急雇用対策本部（以下「対策本部」という。）は、京都府、京都市、（独）

雇用・能力開発機構京都センターの参加を得て、第７回対策本部会議を開催しました。 

会議においては、最近の雇用失業情勢や企業の雇用調整の動向等について認識を共有し、

各機関のこれまでの緊急雇用対策等の取組状況を報告・確認するとともに、今後の取組に

ついて協議を行ないました。 

その結果、下記の事項を確認・決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 開催日時  平成２１年７月８日（水） 午前９時３０分～１１時３０分 

 

２ 開催場所  京都労働局会議室 

 

３ 今後の取組 

（１）早期就職支援のため求人確保を強化する。 

全国の５月の完全失業率は５．２％、有効求人倍率は調査開始（昭和３８年）以来

最低の０．４４倍。京都の有効求人倍率は０．５２倍であるが、新規求職者数や新規

求人数の動向からすると、６月も一層厳しい数値になることが懸念される。 

 

このため、京都労働局の実施している「特別求人開拓」を継続し、平成２１年度補

正予算で配賦された「求人開拓推進員」活用して、事業所訪問を実施する等により一

般及び学卒対象求人の確保に全力を挙げていく。 

 

 

（２）企業の雇用維持・人材育成支援の充実を図る。 

「中小企業緊急雇用安定助成金」、「雇用調整助成金」の活用件数が、5 月及び 6 月

も大幅に増加している。また、新型インフルエンザの流行に伴う「休業」も対象とな

ったため、新たに増加することも見込まれる。           （別添１） 

    

このため、休業期間中の教育訓練・人材育成を支援するために、京都府の「ものづ

くり人材スキルアップ緊急対策事業（人材育成研修）」や雇用能力開発機構の「雇用調

整事業主支援アドバイザー制度」を有効に活用した支援を推進する。 （別添２） 

 

 

（３）２１年度補正予算関係の取り組みの実施。 

①近畿の各労働局は、求人総量確保のため４月から６月まで特別求人開拓を実施し

てきたが、京都労働局においては京都府と連携し今後も求人総量確保の取り組み

を継続する。 

 



 

②訓練受講中の生活保障対象者の範囲を拡充した「緊急人材育成・就職支援基金事

業」を活用し、幅広い離職者の訓練受講を支援する。      （別添３） 

 

   ③京都府・京都市及び産・学・公連携による「京都未来を担う人づくり推進事業」

の実施に当たって関係機関が連携する。 

 

（４）労働局近畿ブロック合同就職面接会を開催する。         （別添４） 

   平成 21年 7月 17 日(金)午前１１時から 

   於 大阪府立体育会館  

   














